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表紙

事業報告 企業集団の現況に関する事項
会社の株式に関する事項
会社の新株予約権等に関する事項
会社役員に関する事項
会計監査人に関する事項
取締役会による剰余金配当等の権限行使に関する方針
会社の体制及び方針

連結計算書類 連結貸借対照表
連結損益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類 貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

監査報告書 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本
会計監査人監査報告書謄本
監査等委員会監査報告書謄本

◎上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただ
いた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

　なお、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供措置
事項から上記事項を除いたものを一律でお送りいたします。

第39期定時株主総会招集ご通知
（電子提供措置事項のうち記載を省略した事項）

株式会社トランザクション
代表取締役会長　石川　　諭
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企業集団の現況に関する事項、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

事業報告 （2024年９月１日から2025年８月31日まで）

第36期
(2022年８月期)

第37期
(2023年８月期)

第38期
(2024年８月期)

第39期
(2025年８月期)
(当連結会計年度)

売 上 高 (千円) 18,273,354 22,958,375 25,047,146 27,453,452

経 常 利 益 (千円) 3,304,112 4,786,995 5,625,363 6,011,835

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 2,195,285 3,305,231 3,763,601 4,078,402

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 37.71 56.75 64.7 70.87

総 資 産 (千円) 16,650,205 20,599,312 22,320,651 23,798,171

純 資 産 (千円) 13,354,354 16,236,655 18,148,572 19,663,355

18,273,354

第36期

22,958,375

第37期

25,047,146

第38期

27,453,452

第39期

売上高（千円）

3,304,112

第36期

4,786,995

第37期

5,625,363

第38期

6,011,835

第39期

経常利益（千円）

2,195,285

第36期

3,305,231

第37期

3,763,601

第38期

4,078,402

第39期

親会社株主に帰属する当期純利益（千円）

16,650,205

第36期

20,599,312

第37期

22,320,651

第38期

23,798,171

第39期

総資産（千円）

13,354,354

第36期

16,236,655

第37期

18,148,572

第38期

19,663,355

第39期

純資産（千円）

□1  企業集団の現況に関する事項
(1) 財産及び損益の状況の推移

（注）当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております
が、第36期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり当期純利益」を算定しておりま
す。
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企業集団の現況に関する事項、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

本 社 東京都渋谷区

株 式 会 社 ト ラ ン ス 本社
大阪支店

(東京都渋谷区)
(大阪府大阪市) Trade Works Asia Limited 本社 (中国香港)

株式会社トレードワークス
本社
大阪支店
名古屋支店

(東京都渋谷区)
(大阪府大阪市)

(愛知県名古屋市)
上海多来多貿易有限公司

本社
深圳分公司
青島分公司

(中国上海市)
(中国深圳市)
(中国青島市)

株式会社クラフトワーク 本社 (埼玉県北葛󠄁飾郡杉戸町)

株式会社Ｔ３デザイン 本社 (東京都渋谷区)

従 業 員 数 495名 前連結会計年度末比増減 14名増

従 業 員 数 30名 平 均 年 齢 40.4歳

前事業年度末比増減 2名減 平 均 勤 続 年 数 6.4年

(2) 主要な事業内容（2025年８月31日現在）
　当社グループは、ファブレスメーカーとして、エコプロダクツ・ライフスタイルプロダク
ツ・ウェルネスプロダクツの企画・デザインから製造・品質管理・販売までの一貫した事業を
展開しております。顧客や市場の求めるオーダーメイド製品を主にエンドユーザーとなる企業
向けに、自社オリジナルのイージーオーダー製品を主に卸売事業者向けに販売しております。
また、これらの製品を主として自社開発によるＥＣサイトを通じて販売するｅコマースビジネ
スを展開しております。

(3) 主要な営業所等（2025年８月31日現在）
①　当社

②　子会社

(4) 従業員の状況（2025年８月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数には、パートタイマー209名は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む）であります。
従業員数には、パートタイマー1名は含んでおりません。

－ 2 －
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企業集団の現況に関する事項、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

借入先 借入金残高

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 308,346千円

株式会社日本政策投資銀行 76,000千円

日本生命保険相互会社 33,600千円

三井住友信託銀行株式会社 16,660千円

(5) 主要な借入先（2025年８月31日現在）

(6) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。

(1) 発行可能株式総数 80,000,000株
（注）2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施し、これに伴う定款変更

により発行可能株式総数を80,000,000株から160,000,000株に変更しております。

(2) 発行済株式の総数 28,775,400株（うち、自己株式の数 536,056株）
（注）１．2025年８月５日付で実施した自己株式の消却により発行済株式の総数は前期末と比べて600,000

株減少しております。
２．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を実施したことにより、発

行済株式の総数は28,775,400株増加し57,550,800株となっております。

(3) 株主数 9,879名

□２  会社の株式に関する事項（2025年８月31日現在）

－ 3 －
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企業集団の現況に関する事項、会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

石川　諭 6,092,400 21.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,389,000 8.46

石川　葵 2,189,000 7.75

石川　新 2,184,000 7.73

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,802,000 6.38

石川　智香子 814,000 2.88

日本生命保険相互会社 762,600 2.70
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,LTD． 
AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT 
MOTHER FUND

546,700 1.94

BBH FOR BBHTSIL NEUBERGER BERMAN 
INVESTMENT FUNDS PLC－NEUBERGER BERMAN 
JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND

542,000 1.92

GOVERNMENT OF NORWAY 489,400 1.73

(4) 大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を536,056株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記持株数

については株式分割前の株数を記載しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況
　該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項
　当社は、2025年７月22日開催の取締役会において会社法第459条第１項及び当社定款第
39条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条
の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、以下の通り実施しております。

・取得及び消却した株式の種類：当社普通株式
・取得した株式の総数　　　　：600,000株
・株式の取得価額の総額　　　：1,486,800,000円
・取得日　　　　　　　　　　：2025年７月24日
・消却した株式の総数　　　　：600,000株
・消却日　　　　　　　　　　：2025年８月５日

□３  会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

－ 4 －
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会社役員に関する事項

地位・氏名 出席状況 主な活動状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
（監査等委員・常勤）
大 森 和 幸

【取締役会】
100％（15／15回）
【監査等委員会】
100％（11／11回）
【報酬委員会】
100％（１／１回）

2024年11月28日の就任以降、取締役会において、環境問
題、CSR推進や財務における豊富な実務経験を活かし、議
案の審議等に必要な発言を適宜行っております。また、監
査等委員会において、監査結果についての意見交換等、必
要な発言を適宜行っております。報酬委員会においても積
極的に意見を述べるなど監査等委員でない取締役の報酬決
定に関する手続きの客観性及び透明性の確保に貢献してお
ります。

取締役
（監査等委員）
佐々木　稔　郎

【取締役会】
100％（18／18回）
【監査等委員会】
100％（14／14回）
【報酬委員会】
100％（２／２回）

取締役会において、企業経営者及び監査役としての豊富な
経験と知見を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行
っております。また、監査等委員会において、監査結果に
ついての意見交換等、必要な発言を適宜行っております。
報酬委員会においても積極的に意見を述べるなど監査等委
員でない取締役の報酬決定に関する手続きの客観性及び透
明性の確保に貢献しております。

取締役
（監査等委員）
櫟 本 健 夫

【取締役会】
100％（18／18回）
【監査等委員会】
100％（14／14回）
【報酬委員会】
100％（３／３回）

取締役会において、銀行員及び公認会計士としての専門的
な知見と豊富な実務経験を活かし、議案の審議等に必要な
発言を適宜行っております。また、監査等委員会におい
て、監査結果についての意見交換等、必要な発言を適宜行
っております。報酬委員会においても積極的に意見を述べ
るなど監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続き
の客観性及び透明性の確保に貢献しております。

取締役
（監査等委員）
松　尾　祐美子

【取締役会】
100％（18／18回）
【監査等委員会】
100％（14／14回）

取締役会において、弁護士としての専門的な知見と豊富な
実務経験を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っ
ております。また、監査等委員会において、監査結果につ
いての意見交換等、必要な発言を適宜行っております。

□４  会社役員に関する事項
(1) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づく定款の定めにより、社外取締役全員と会社法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任限度額は、10,000千円と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とのいずれか
高い額となります。

－ 5 －
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会社役員に関する事項

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の監査等委員でない取締役及び監
査等委員である取締役の全員であります。各取締役は、保険料総額の6.4％に相当する金額
を、それぞれの取締役の報酬等の総額の割合に応じて負担しております。当該保険契約は、被
保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を提起された場合に負う損害を填補す
るものであり、１年ごとに契約更新しております。なお、当該保険契約は次回更新時も同内容
での更新を予定しております。

(4) 補償契約の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 6 －
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会計監査人に関する事項、取締役会による剰余金配当等の権限行使に関する方針

区分 報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）に係る報酬等の額 33,900千円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬の額 1,000千円

合計額 34,900千円

②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 34,900千円

□５  会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称　　　　　　　　太陽有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等の額と金融商
品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないこと
から、監査証明業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、Trade Works Asia Limited及び上海多来多貿易有限公司は、当社の
会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を
含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定
によるものに限る。）を受けております。

3．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、株式売出しに係るコンフ
ォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
　監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの
算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断をいたしました。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由が認め
られる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人が
その職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株主総会に提出
する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分
　金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
①　処分対象

太陽有限責任監査法人

－ 7 －
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会計監査人に関する事項、取締役会による剰余金配当等の権限行使に関する方針

②　処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年１月１日から同年３月31日まで。
ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場し
たことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査
業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年１月１日から同年３月31日まで。)

③　処分理由
　他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当
の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

□６  取締役会による剰余金配当等の権限行使に関する方針
　当社は、資本コストや株価を意識した経営を推進し、株主の皆様に対する利益還元を経営の重
要課題の一つとして認識し、持続的な業績向上及び企業価値向上と財務状況に応じた適正な利益
配分を継続的に実施することを基本方針としております。
　この基本方針のもと、株主の皆様に対する利益配分につきましては、将来の事業拡大や収益向
上を図るための資金需要及び危機管理を含めた財務の健全性を考慮したうえで、経営基盤を強化
し、配当性向の向上を図ることを方針とし、１株当たりの配当金につきましては、成長投資と利
益配分のバランスを適切に判断したうえで、配当性向40％を目安に配当を実施してまいりま
す。
　当期（2025年８月期）の期末配当につきましては、当期の経営成績を踏まえ１株当たり57円
といたしました。
　なお、2025年10月15日公表の「配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり、第５次中期
経営計画（2026年８月期～2030年８月期）における配当方針を変更しております。変更後の
配当方針は以下のとおりであります。
　当社は、資本コストや株価を意識した経営を推進し、株主の皆様に対する利益還元を経営の重
要課題の一つとして認識し、持続的な業績向上及び企業価値向上と財務状況に応じた適正な利益
配分を継続的に実施することを基本方針としております。この基本方針のもと、第５次中期経営
計画（2026年８月期～2030年８月期）における株主の皆様に対する利益配分につきまして
は、将来の事業拡大や収益向上を図るための資金需要及び危機管理を含めた財務の健全性を考慮
したうえで、経営基盤を強化し、配当性向及び純資産配当率（DOE）を基準に上場以来の連続
増配を継続することを方針とし、１株当たりの配当金につきましては、成長投資と利益配分のバ
ランスを適切に判断したうえで、配当性向40％以上として連続増配を継続してまいります。な
お、１株当たりの配当金決定にあたっては純資産配当率（DOE）7.0%を下限といたします。

（注）当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております
が、2025年８月31日を基準日とする当期（2025年８月期）の期末配当金につきましては、株式分割
前の株式が対象となります。
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□７  会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

①　決議の内容の概要
　当社は、当社の業務の適正を確保するための体制の整備等について、「内部統制システム
構築の基本方針」を定めており、2022年11月29日開催の取締役会において改定を決議し
た内容は次のとおりであります。
イ．当社及び当社子会社の取締役並びに使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
（イ）グループ各社は、職務権限及び業務分掌を明確に定め、組織間、組織内において健
全なけん制機能が作用する体制とする。

（ロ）当社グループは、コンプライアンスに関する基本方針、さらに取締役及び使用人の
行動規範として「コンプライアンス基本方針」を定め、法令遵守があらゆる企業活動
の基本であることを周知徹底する。

（ハ）当社グループは、グループ全体のコンプライアンスに係る重要事項等を審議するコ
ンプライアンス・リスク管理委員会を設置、運営することとし、必要に応じて取締役
及び使用人に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を
図る。

（ニ）当社グループは、コンプライアンス上の問題を自浄作用により、早期に発見、是正
するための通報制度として、総務部を窓口とする「コンプライアンス相談窓口」を設
置するとともに、当社顧問弁護士を通報窓口とする「コンプライアンス・ヘルプライ
ン」を設置する。

ロ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規則」に基づ
いて、適正に管理、保存する。取締役及び監査等委員は、常時これらの情報を閲覧できる
ものとする。
ハ．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（イ）当社グループは、業務遂行から生じる様々なリスクへの管理、対応を定めた「リス
ク管理規則」を制定し、経営の安全性を確保しつつ、あわせて企業価値の増大を追求
する。

（ロ）当社グループは、経営及び業務に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に
は、「危機管理規則」に基づき、対策本部等が危機事態を収拾する。

ニ．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
（イ）「取締役会規則」に基づき、定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じ
て臨時取締役会を開催する。また、グループ各社の経営計画と諸施策、その進捗状
況、さらに事業運営にあたっての重要事項等を報告、審議する機関として、取締役
（常勤）及び常勤の監査等委員、並びに子会社の社長、グループ各社の本部長及び部
室長が出席する経営会議を毎月１回開催する。

（ロ）グループ各社は、それぞれの事業環境を踏まえた中期経営計画、各年度予算を策定
し、それぞれの達成すべき目標・課題を明らかにする。
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ホ．当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
（イ）当社は、「子会社管理規則」に基づき、当社グループ全体の業務の適正と効率性の
確保及び向上に努めるとともに、親会社として適切な指導、監督を行う。

（ロ）当社グループ全体のコンプライアンス管理を統括する部門を総務部、リスク管理を
統括する部門を経営企画部とし、グループ各社においてこれらに係る適切な諸施策を
実施するとともに、グループ各社への必要な指導、支援を行う。

（ハ）内部監査室は「内部監査規則」に基づき、グループ各社の内部監査を行い、その結
果を直ちに取締役会長に報告する。あわせて、取締役会及び監査等委員会あて報告チ
ャネルが担保されている。

ヘ．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の当社取締
役からの独立性に関する事項
　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、監査等
委員会と協議の上、その職務補助のためのスタッフを配置し、その人事については監査等
委員会の同意を得ることとする。当面は、必要に応じて内部監査室スタッフが監査等委員
会から監査業務に係る事項の命令を受け、その職務補助を行うものとする。なお、監査等
委員会の命令に従事する際は、その内部監査室スタッフは監査等委員会の指揮下にあっ
て、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性を保持する。
ト．当社及び当社子会社の取締役並びに使用人等が監査等委員会に報告をするための体制そ
の他の監査等委員会への報告に関する体制
（イ）監査等委員は取締役会、経営会議等の経営上重要な会議に出席し、決定事項及び当
社グループにとって重要な事項の報告を受ける。

（ロ）取締役及び使用人はグループ各社に重大な影響を及ぼす事象が発生、又は発生の恐
れがある時、役職員による違法又は不正な行為を発見した時、その他監査等委員会が
報告すべきものと定めた事項が生じた時は、速やかにその内容を監査等委員会に報告
するものとする。

（ハ）当社グループは、監査等委員会へ報告した者に対して、その報告を行ったことを理
由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

チ．当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４
項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査
等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を
処理する。
リ．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（イ）グループ各社の取締役及び使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、その
実効性を確保すべく、当該監査の環境整備に努める。

（ロ）監査等委員会は当社の代表取締役それぞれと定期的に意見交換を行うとともに、会
計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図り、適切な意思疎通と効果的な監査業務の
遂行に努める。

②　体制の運用状況の概要
イ．コンプライアンス・リスク管理について
　コンプライアンス・リスク管理委員会は、年４回の定例開催のほか、必要に応じて随時
開催し、法令・条例・定款・内部統制システム構築の基本方針・社則類その他社会一般に
求められるルールの遵守をもとに、事業の継続的・安定的発展の確保及びステークホルダ
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ーの利益阻害要因の除去、軽減に努めていくことを目的として、以下の事項を展開してお
ります。
（イ）役員及び社員に対するコンプライアンス意識の普及及び啓発（行動規範及びコンプ
ライアンスマニュアルの策定、教育研修計画の策定等）

（ロ）法令違反行為の防止対策の推進
（ハ）反社会的勢力との取引防止対策の推進
（ニ）公益通報者保護管理制度の推進（内部通報についての報告、是正措置、再発防止策
の策定等）

（ホ）平常時におけるリスク管理活動の推進（リスクの特定、検証、対応、モニタリング
等）

（ヘ）有事に対する危機管理活動の推進（危機管理体制、緊急時対応計画の策定等）
ロ．取締役の職務執行について
　取締役会は、毎月１回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び
取締役会規則に基づき経営上の重要事項を決定し、また、社外取締役以外の監査等委員で
ない取締役から業務執行状況の報告を受け、職務の執行を監督しております。社外取締役
以外の監査等委員でない取締役それぞれは、法令及び定款に適合するよう、取締役会の決
議に基づき職務を適正に執行するとともに、他の社外取締役以外の監査等委員でない取締
役による職務執行の法令及び定款への適合性並びに妥当性に関し、相互の監視を行ってお
ります。
ハ．監査等委員の職務の執行について
　監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員
会等の経営上重要な会議への出席や、監査等委員でない取締役・社員からの報告、聴取な
どにより、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視し、監査等委員でない取締役の職務
の執行状況の監査、監督を行っております。監査等委員会は、毎月１回の定例開催のほ
か、必要に応じて臨時に開催し、監査結果についての意見交換等を行うほか、会計監査人
や内部監査室とも連携を取っており、実効性のある監査活動に取り組んでおります。な
お、これらの活動を円滑に遂行し、監査等委員会の監査、監督機能を強化するために、常
勤の監査等委員１名を選定しております。
　監査等委員４名のうち、櫟本健夫氏は、銀行員及び公認会計士として専門的な知見と豊
富な実務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ニ．内部監査について
　「内部監査規則」に基づき、当社及び当社子会社の業務運営並びに財産管理の実態を調
査し、諸法令、定款及び社内規則への準拠性を確認し、誤謬、不正等の防止に努め、経営
効率の増進と財産保全に関して経営の総合的観点から助言、勧告を行っております。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」につきまし
ては、特に定めておりません。
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連結計算書類

連結貸借対照表（2025年８月31日現在） （単位：千円）

科　目 金　額  科　目 金　額

 
資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形、売掛金及び契約資産

有価証券

製品

貯蔵品

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

その他

無形固定資産

その他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

敷金及び保証金

その他　

15,731,915

6,558,981

3,333,702

52,032

5,079,853

61,073

51,527

594,861

△117

8,066,255

1,767,846

966,239

266,525

452,259

82,821

221,350

221,350

6,077,059

4,652,600

302,419

401,764

720,274　

負債の部

流動負債 3,475,403
買掛金 1,111,409
１年内返済予定の長期借入金 262,106
未払法人税等 1,092,858
賞与引当金 227,488
株主優待引当金 8,311
その他 773,228

固定負債 659,413
長期借入金 172,500
退職給付に係る負債 353,694
資産除去債務 45,765
繰延税金負債 87,452

負債合計 4,134,816
 純資産の部

株主資本 19,051,041
資本金 93,222
資本剰余金 2,148,628
利益剰余金 17,842,687
自己株式 △1,033,497

その他の包括利益累計額 612,314
その他有価証券評価差額金 396,041
繰延ヘッジ損益 62,539
為替換算調整勘定 146,255
退職給付に係る調整累計額 7,477

純資産合計 19,663,355
資産合計 23,798,171 負債・純資産合計 23,798,171

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：千円）

科　目  金　額

 売上高 27,453,452

売上原価 16,660,804

売上総利益 10,792,648

販売費及び一般管理費 5,086,265

営業利益 5,706,383

営業外収益 308,750

受取利息 9,476

有価証券利息 196,268

為替差益 98,114

その他 4,890

営業外費用 3,298

支払利息 2,296

自己株式取得費用 831

その他 170

経常利益 6,011,835

特別利益 99,273

固定資産受贈益 26,997

投資有価証券売却益 72,276

特別損失 710

固定資産除却損 710

税金等調整前当期純利益 6,110,398

法人税、住民税及び事業税 2,009,540

法人税等調整額 22,455

当期純利益 4,078,402

親会社株主に帰属する当期純利益 4,078,402

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 13 －



2025/10/27 11:30:32 / 25235021_株式会社トランザクション_招集通知

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：千円）

株主資本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 93,222 3,305,428 14,889,019 △703,497 17,584,173
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,124,734 △1,124,734
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,078,402 4,078,402
自 己 株 式 の 取 得 △1,486,800 △1,486,800
自 己 株 式 の 消 却 △1,156,800 1,156,800 －
株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純 額 ) －
当 期 変 動 額 合 計 － △1,156,800 2,953,668 △330,000 1,466,868
当 期 末 残 高 93,222 2,148,628 17,842,687 △1,033,497 19,051,041

その他の包括利益累計額
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 373,082 △26,637 185,320 32,634 564,399 18,148,572
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,124,734
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,078,402
自 己 株 式 の 取 得 △1,486,800
自 己 株 式 の 消 却 －
株主資本以外の項目の
当期変動額 ( 純 額 ) 22,959 89,176 △39,064 △25,156 47,914 47,914
当 期 変 動 額 合 計 22,959 89,176 △39,064 △25,156 47,914 1,514,782
当 期 末 残 高 396,041 62,539 146,255 7,477 612,314 19,663,355
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ７社
主な連結子会社の名称 株式会社トランス、株式会社トレードワークス、

株式会社クラフトワーク、株式会社Ｔ３デザイン、
Trade Works Asia Limited、上海多来多貿易有限公司

２．持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、上海多来多貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算
書類を作成するにあたっては、連結決算日で実施した仮決算に基づく計算書類を使用してお
ります。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
　なお、市場価格のない株式等以外のその他有価証券のうち「取得原価」と「債券
金額」の差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法により
原価を算定しております。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
　時価法を採用しております。

③　棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
　製品 ･･････････････････ 移動平均法
　貯蔵品 ････････････････ 移動平均法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 ･･････････････ 定率法を採用しております。

　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ･･････････ ３年～50年
機械装置及び運搬具 ･･････ ２年～10年
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ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建予定取引

②　無形固定資産
　自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間（５年）に基づく
定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計
上しております。

③　株主優待引当金
　将来の株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、当連結会計年度末において翌連結
会計年度に発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度より費用処理しております。
　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により費用処理しております。

(5) 連結計算書類の作成の基礎となった連結会社の計算書類の作成にあたって採用した重要
な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約に
ついては振当処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

③　ヘッジ方針
　為替予約については為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、外貨建営業取引に
係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用しており、投機的な取引は行
わない方針であります。
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④　ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨で同一期日の為替予約を締結し
ており、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、決算日におけ
る有効性の評価を省略しております。

(7) 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、企業向けにセールスプロモーション用及び個人向けに雑貨製品の製
造、販売を行っております。
　このような販売については、製品の支配が顧客に移転したと考えられる引渡し時点で
履行義務が充足されると判断することから、その時点において収益を認識しておりま
す。
　なお、当社グループが運営するポイント制度については、付与したポイントを履行義
務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として
取引価格の配分を行っております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年
10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適
用しております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、
2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。）第
65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針
の変更による連結計算書類への影響はありません。
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有形固定資産の減価償却累計額 870,763千円

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

発行済株式

普通株式(株) 29,375,400 － 600,000 28,775,400

自己株式

普通株式(株) 536,056 600,000 600,000 536,056

（会計上の見積りに関する注記）
棚卸資産の評価

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　当社グループは、当連結会計年度末に棚卸資産を5,140,926千円、棚卸資産評価損
13,166千円計上しております。

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法

　棚卸資産の収益性の低下の状況に応じて簿価を切り下げております。
②　主要な仮定

　棚卸資産の評価に用いた主要な仮定は、収益性の低下及び販売可能性であります。
③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　主要な仮定である収益性の低下及び販売可能性は、市況により大きな影響を受けるこ
とが予想され、当該市況の変動により翌連結会計年度において棚卸資産評価損が増減す
る可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

（連結損益計算書に関する注記）
該当事項はありません。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）１．発行済株式の数の増減は、次のとおりであります。

　　　　　　自己株式の消却による減少　　　　600,000株

２．自己株式の数の増減は、次のとおりであります。

　　　　　　自己株式の取得による増加　　　　600,000株

　　　　　　自己株式の消却による減少　　　　600,000株

３．当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っており

ますが、自己株式数については株式分割前の株式数を基準としております。
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決議 株式の種類 配当金の
総額(千円)

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年10月24日
取締役会 普通株式 1,124,734 39 2024年８月31日 2024年11月7日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年10月23日
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,609,642 57 2025年

８月31日
2025年

11月６日

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの

（注）当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っておりま
すが、１株当たり配当額については株式分割前の株式数を基準としております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の
目的となる株式の種類及び数
　該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、営業キャッシュ・フローにより運転資金を十分に確保できておりま
す。また、余剰資金が生じた場合には、投機目的の資金運用は行わないこととしておりま
す。デリバティブ取引につきましては、為替変動リスクを回避する目的で利用しており、
投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当社グループが保有する金融資産及び負債とそのリスクは以下のとおりであります。

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。
　金銭債権である未収入金は、取引先の信用リスクにさらされております。
　有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関
連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
　営業債務である買掛金等は、１年以内の支払期日であり、記載すべきリスクはありま
せん。
　金融債務である借入金は、主に営業活動及び設備投資を目的とした資金調達でありま
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すが、その一部が変動金利であるため、金利の変動リスクにさらされております。
　デリバティブ取引は、外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的
とした先物為替予約であります。なお、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法につい
ては、前述の「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
４.会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループの営業債権管理は、与信管理規則に従って運営されております。担当営
業部門及び当社は、取引先の信用状況を定期的に確認するとともに、信用リスクの兆候
が見られる場合は回収条件の変更及び債権の保全等の手続きをとり、信用リスクの軽減
を図っております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、製品の大半を海外で製造しており、製造費用の大半が為替相場の変
動によるリスクにさらされております。このため当社グループは、外国為替リスク管理
に関する規程を整備するとともに、当社の主管部門ではリスクヘッジ計画を策定し取締
役会へ報告しております。
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握
し、保有状況の見直しを行っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループの資金計画は、中期資金計画から短期資金繰管理まで随時作成されてお
り、経営層に報告されております。また年度予算策定に合わせて資金調達枠の見直しを
行い、必要な資金調達枠の確保を行っており、流動性リスクに直面することはないと思
慮しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　デリバティブ取引に関する契約額等の情報は、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。

(5) 信用リスクの集中
　当社グループの取引先は多業種にわたり、かつ取引先数が多いため、信用リスクの集中
と見られる兆候はありません。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

有価証券及び投資有価証券 4,704,632 4,704,632 －

資産計 4,704,632 4,704,632 －

長期借入金（※２） 434,606 430,428 △4,177

負債計 434,606 430,428 △4,177

デリバティブ取引（※３） 95,625 95,625 －

２．金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

※１　現金は、注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、未収入金、買掛金、未
払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。

※２　長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。
※３　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については（　）で表示しております。
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ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類

主な
ヘッジ対象 契約額 契約額のうち

１年超 時価

原則的
処理方法

為替予約取引
買建

米ドル 外貨建
予定取引 2,543,824 1,210,908 100,210

為替予約等
の振当処理

為替予約取引

売建

米ドル 外貨建
予定取引 77,642 － △441

為替予約等
の振当処理

為替予約取引

買建

米ドル 外貨建
予定取引 562,544 － △4,143

合計 3,184,010 1,210,908 95,625

デリバティブ取引
(1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　該当事項はありません。
(2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連
（単位：千円）

（注）時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等によっております。

金利関連
該当事項はありません。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい
て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの
インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資
有価証券

その他有価証券 450,839 4,253,792 － 4,704,632

デリバティブ取引

通貨関連 － 95,625 － 95,625

資産計 450,839 4,349,418 － 4,800,258

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 430,428 － 430,428

負債計 － 430,428 － 430,428

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。当社が保有し
ている社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。ＭＭＦは、取引金融機関
から提示された価格等に基づき評価しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レ

ベル２の時価に分類しております。
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連結注記表

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

現金及び預金 6,558,981 － － －

受取手形 237,069 － － －

売掛金 3,091,258

未収入金 51,527 － － －
有価証券及び投資有価
証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
(1) 債券
(2) その他

－
52,032

1,085,823
－

2,922,176
－

153,553
－

合計 9,990,869 1,085,823 2,922,176 153,553

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

長期借入金 262,106 138,500 34,000 － － －

合計 262,106 138,500 34,000 － － －

長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。

（注）１　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

（注）２　長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）
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連結注記表

製品分類
当連結会計年度

（自　2024年９月１日
至　2025年８月31日）

エコプロダクツ 11,189,901
ライフスタイルプロダクツ 14,273,488
ウェルネスプロダクツ 1,630,522
デザインその他 359,540
顧客との契約から生じる収益 27,453,452
その他の収益 －

外部顧客への売上高 27,453,452

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

（注）上記の顧客との契約から生じる収益は、すべて一時点で移転される財に関するもの
であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算
書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）４．会計方針に関する事
項（7）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格については、履行
義務が、当初に予想される契約期間が１年以内の契約の一部であるため、記載を省
略しております。
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連結注記表

１株当たり純資産額 348円16銭
１株当たり当期純利益 70円87銭

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 19,663,355千円

純資産の部の合計額から控除する金額 －千円

普通株式に係る純資産額 19,663,355千円

普通株式の発行済株式数 57,550,800株

普通株式の自己株式数 1,072,112株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 56,478,688株

親会社株主に帰属する当期純利益 4,078,402千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 4,078,402千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式の期中平均株式数 57,550,468株

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１　当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で
株式分割を行っております。これに伴い、当連結会計年度の期首に当該株
式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益
を算定しております。

２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数については、自己名義所有株式分を控
除し算定しております。

３　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

１株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、自己名義所有株式分
を控除し算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）
（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2025年６月30日開催の取締役会決議に基づき、株式分割及び定款の一部変更
を行っております。
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連結注記表

株式分割前の当社発行済株式総数            29,375,400株
今回の分割により増加する株式数            29,375,400株
株式分割後の当社発行済株式総数            58,750,800株
株式分割後の発行可能株式総数          160,000,000株

取 締 役 会 決 議 日 2025年６月30日（月曜日）
基 準 日 設 定 公 告 日 2025年８月 ８日（金曜日）
基 準 日 2025年８月31日（日曜日）
効 力 発 生 日 2025年９月 １日（月曜日）

１．株式分割について
(1) 株式分割の目的
　株主の皆様の日頃からのご支援のお陰で、当社株式の株価は、2025年４月22日に
2,740円と上場来高値を更新し、時価総額は800億円を上回りました。この株価は、前
回の株式分割の効力発生日である2017年３月１日と比較し、約2.7倍の水準でありま
す。このような状況を踏まえ、株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引
き下げ、投資家の皆様が当社株式へより投資しやすい環境を整えるとともに、当社株式
のさらなる流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
　また、株式会社東京証券取引所においても、個人が投資をしやすい環境をつくるた
め、株式の投資単位となっている100株当たりの金額（最低投資金額）を引き下げるよ
う上場会社に要請しており、今回の株式分割は、この要請に応えることも目的としてお
ります。

(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
　2025年８月31日（日曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録
された株主の所有する普通株式１株につき２株の割合をもって分割いたしました。
　なお、基準日である2025年８月31日（日曜日）は、当社の株主名簿管理人が休業
日のため、実質的には2025年８月29日（金曜日）が基準日となります。

② 分割により増加する株式数

(3) 株式分割の日程
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（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更後定款
（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数
は、80,000,000株とする。

（発行可能株式総数）
第６条　当会社の発行可能株式総数
は、160,000,000株とする。

取締役会決議日 2025年６月30日（月曜日）
効力発生日 2025年９月 １日（月曜日）

２．株式分割に伴う定款の一部変更
(1) 定款変更の理由
　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年９月１日（月
曜日）をもって当社定款第６条に定める発行可能株式総数を変更いたしました。

(2) 定款変更の内容

(3) 定款変更の日程

３．その他
(1) 配当について
　今回の株式分割は、2025年９月１日（月曜日）を効力発生日としておりますので、
2025年８月31日（日曜日）を基準日とする2025年８月期の期末配当金につきまして
は、株式分割前の株式が対象となります。

(2) 株主優待について
　今回の株式分割は、2025年９月１日（月曜日）を効力発生日としておりますので、
2025年８月31日（日曜日）を基準日とする株主優待につきましては、株式分割前の株
式が対象となります。
　なお、2026年２月末基準の株主優待につきましては、2025年12月中旬までに改めて
ご案内申し上げます。
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貸借対照表

計算書類

貸借対照表（2025年８月31日現在） （単位：千円）

科　目 金　額  科　目 金　額

 資産の部

流動資産

現金及び預金

関係会社預け金

売掛金

有価証券

貯蔵品

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

無形固定資産

ソフトウエア

その他

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

敷金及び保証金

保険積立金

その他　

2,147,342

1,802,443

58,462

74,690

52,032

16,096

72,426

71,190

8,135,333

1,405,236

918,616

19,327

34,330

432,961

112,092

110,953

1,138

6,618,004

4,612,600

949,130

336,063

719,967

242 　

負債の部
流動負債 414,884

１年内返済予定の長期借入金 262,106
未払金 27,392
未払費用 5,746
未払法人税等 32,744
預り金 6,399
賞与引当金 17,548
株主優待引当金 8,311
その他 54,635

固定負債 336,114
長期借入金 172,500
退職給付引当金 33,058
資産除去債務 43,103
繰延税金負債 87,452

負債合計 750,999
 純資産の部

株主資本 9,135,635
資本金 93,222
資本剰余金 2,148,628

資本準備金 1,488,193
その他資本剰余金 660,434

利益剰余金 7,927,282
利益準備金 2,500
その他利益剰余金 7,924,782

別途積立金 150,000
繰越利益剰余金 7,774,782

自己株式 △1,033,497
評価・換算差額等 396,041

その他有価証券評価差額金 396,041
純資産合計 9,531,676

資産合計 10,282,676 負債・純資産合計 10,282,676
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：千円）

科　目  金　額

 
営業収益 6,491,803

営業費用 736,322

営業利益 5,755,480

営業外収益 307,536

受取利息 1,315

有価証券利息 196,268

為替差益 106,877

その他 3,075

営業外費用 3,328

支払利息 2,491

自己株式取得費用 831

その他 5

経常利益 6,059,689

特別利益 99,273

固定資産受贈益 26,997

投資有価証券売却益 72,276

特別損失 356

固定資産除却損 356

税引前当期純利益 6,158,607

法人税、住民税及び事業税 131,503

法人税等調整額 26,928

当期純利益 6,000,175

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2024年９月１日から2025年８月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 93,222 1,488,193 1,817,234 3,305,428 2,500 150,000 2,899,341 3,051,841
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △1,124,734 △1,124,734
当 期 純 利 益 6,000,175 6,000,175
自己株式の取得
自己株式の消却 △1,156,800 △1,156,800
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － △1,156,800 △1,156,800 － － 4,875,440 4,875,440
当 期 末 残 高 93,222 1,488,193 660,434 2,148,628 2,500 150,000 7,774,782 7,927,282

株主資本 評価・換算差額等 純資産
合　計自己株式 株主資本

合　　計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △703,497 5,746,994 373,082 373,082 6,120,076
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △1,124,734 △1,124,734
当 期 純 利 益 6,000,175 6,000,175
自己株式の取得 △1,486,800 △1,486,800 △1,486,800
自己株式の消却 1,156,800 － －
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 22,959 22,959 22,959

当期変動額合計 9,750,881 3,388,640 22,959 22,959 3,411,600
当 期 末 残 高 △1,033,497 9,135,635 396,041 396,041 9,531,676
(注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
a 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
b その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）を採用しております。
　なお、市場価格のない株式等以外のその他有価証券のうち「取得原価」と「債
券金額」の差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法に
より原価を算定しております。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

　定率法を採用しております。
　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物、建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～50年
機械装置及び運搬具 ６年～10年
工具、器具及び備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産
　自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

(2) 賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上して
おります。
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(3) 株主優待引当金
　将来の株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、当事業年度末において翌事業年度に
発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
①　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処
理しております。
　過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
　当社の収益は主に子会社からの経営指導料及び業務委託料であります。経営指導料及び
業務委託料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務
であり、当該業務が完了した時点で当社の履行義務が充足されることから当該時点で収益
を認識しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、
連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年
10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し
ております。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、
2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。）第
65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針
の変更による計算書類への影響はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
　該当事項はありません。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 389,801千円

短期金銭債権 48,224千円
短期金銭債務 131千円

営業収益 6,491,803千円
営業費用 10,026千円

受取利息 50千円
支払利息 195千円

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式(株) 536,056 600,000 600,000 536,056

（貸借対照表に関する注記）

２．関係会社に対する金銭債権又は債務
　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務が属する項目ご
との金額は、次のとおりであります。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高

営業取引以外の取引による取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数

（注）１．自己株式の増加は、次のとおりであります。
　　　　　　自己株式の取得による増加　　　　　600,000株
　　　２．自己株式の減少は、次のとおりであります。
　　　　　　自己株式の消却による減少　　　　　600,000株
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繰延税金資産
株主優待引当金 2,875千円
賞与引当金 6,071千円
未払事業税 3,822千円
未払事業所税 366千円
退職給付引当金 11,438千円
譲渡制限付株式報酬 18,080千円
資産除去債務 14,913千円
関係会社株式 4,327千円
みなし配当 3,724千円
その他 878千円
計 66,499千円
評価性引当額 △8,052千円

繰延税金資産合計 58,447千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △4,052千円
その他有価証券評価差額金 △141,848千円

繰延税金負債合計 △145,900千円
繰延税金資産(負債)の純額 △87,452千円

法定実効税率 34.6％
（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △32.0％
住民税均等割等 0.0％
その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.6％

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に
国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法
人税」の課税が行われることとなりました。
　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に
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係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変
更して計算しております。
　この税率変更による影響は軽微であります。
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種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社

株 式 会 社
トランス

東京都
渋谷区 90,000

個々の顧客
の要望によ
るオーダー
メイドの受
注生産製品
を主にエン
ドユーザー
へ直接販売
（ＥＣ販売
含む）を行
うファブレ
スメーカー

(所有)
直接100.0

経営指導・
業務委託契
約に基づく
経 営 指 導
料、業務受
託料及び施
設賃貸料の
受取、剰余
金配当の受
取、役員の
兼任４名、
資金の預り

経営指導料
収入 62,088 売掛金 5,371

業務受託料
収入 215,154 売掛金 24,597

受取賃貸料
収入 9,872 売掛金 1,201

配当金の受
取 2,520,000

資金の預り 6,300,000

支払利息 192

株 式 会 社
ト レ ー ド
ワークス

東京都
渋谷区 90,000

自社で企画
するオリジ
ナルブラン
ドの見込生
産製品を主
に卸売事業
者 へ 販 売
（ＥＣ販売
含む）を行
うファブレ
スメーカー
及び関連商
品の仕入、
販売

(所有)
直接100.0

経営指導・
業務委託契
約に基づく
経 営 指 導
料、業務受
託料及び施
設賃貸料の
受取、剰余
金配当の受
取、製品の
購入、役員
の 兼 任 ４
名、資金の
預入れ

経営指導料
収入 65,405 売掛金 4,529

業務受託料
収入 241,237 売掛金 22,992

受取賃貸料
収入 9,708 売掛金 1,240

配当金の受
取 2,880,000

資金の預入
れ 3,840,000

受取利息 44

株 式 会 社
ク ラ フ ト
ワーク

埼玉県
北葛󠄁飾郡
杉戸町

50,000

グループ内
外の製品へ
の印刷(シル
クスクリー
ン印刷・オ
ンデマンド
印刷等）、
加 工 、 検
品、アッセ
ンブリー及
び物流手配

(所有)
直接100.0

経営指導・
業務委託契
約に基づく
経 営 指 導
料、業務受
託料及び施
設賃貸料の
受取、剰余
金配当の受
取、印刷・
加工費等の
支払、役員
の 兼 任 ４
名、資金の
預り

経営指導料
収入 12,000 売掛金 1,100

業務受託料
収入 36,218 売掛金 4,105

受取賃貸料
収入 75,322 売掛金 5,384

資金の預り 200,000

支払利息 0

株 式 会 社
Ｔ ３ デ ザ
イン

東京都
渋谷区 30,000

グループ内
外のグラフ
ィック、プ
ロダクツ、
ＷＥＢデザ
イン及び製
品開発

(所有)
直接100.0

経営指導・
業務委託契
約に基づく
経 営 指 導
料、業務受
託料及び施
設賃貸料の
受取、ＷＥ
Ｂ管理費等
の支払、役
員 の 兼 任5
名

経営指導料
収入 12,000 売掛金 1,100

業務受託料
収入 21,513 売掛金 1,833

受取賃貸料
収入 2,630 売掛金 275

資金の預り 300,000

支払利息 1

（関連当事者との取引に関する注記）
１．当社の子会社及び関連会社等
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種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金

事業の内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

子会社

Trade
Works
Asia
Limited

中国
香港

10,000
(US＄)

海外販売、
アジア圏に
おける生産
品質管理及
び貿易並び
にＶＡＰＥ
及び関連商
品の仕入、
販売

(所有)
直接100.0

業務委託契
約に基づく
業務受託料
及び施設賃
貸 料 の 受
取、剰余金
配 当 の 受
取、資金の
預入れ

業務受託料
収入 7,684 関 係 会 社

預け金 58,462

受取賃貸料
収入 11

資金の預入
れ 58,462

受取利息 6

上 海 多 来
多 貿 易 有
限公司

中国
上海市

5,187,1
85

(人民元)

中国圏にお
ける生産品
質管理

(所有)
間接100.0

業務委託契
約に基づく
業務受託料
の受取、役
員の兼任１
名

業務受託料
収入 960 売掛金 960

種類 会社等の
名称または氏名

議決権等の所有
（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員 石川　諭
（被所有）
直接 21.58％
間接   1.41％

代表取締役会長 自己株式の取得 1,486,800 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１　経営指導料及び業務受託料については、持株会社である当社の運営費用相当額を、連結子会社から

応分に収受しております。
２　受取賃貸料については、当社で取得した施設、備品等を子会社に賃貸する場合、市場価格を参考に

交渉の上、決定しております。
３　関係会社預け金及び関係会社預り金は、ＣＭＳ（キャッシュマネジメントサービス）による取引で

あり、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、取引金額は純額で表示しており
ます。

２．役員

（注）自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付（ToSNET-3）により取得しており、取引
価格は2025年７月23日の終値によるものであります。

（収益認識に関する注記）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に
係る事項に関する注記）４.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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１株当たり純資産額 168円77銭
１株当たり当期純利益 104円26銭

貸借対照表の純資産の部の合計額 9,531,676千円

純資産の部の合計額から控除する金額 －千円

普通株式に係る純資産額 9,531,676千円

普通株式の発行済株式数 57,550,800株

普通株式の自己株式数 1,072,112株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 56,478,688株

損益計算書上の当期純利益 6,000,175千円

普通株式に係る当期純利益 6,000,175千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式の期中平均株式数 57,550,468株

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１　当社は、2025年９月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式
分割を行っております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行わ
れたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。

２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の株式数については、自己名義所有株式分を控除
し算定しております。

３　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

１株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数については、自己名義所有株式分を
控除し算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

　連結注記表(重要な後発事象に関する注記)に同一の内容を記載しているため、注記を省略
しております。
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連結会計監査報告書

監査報告書

指定有限責任社員 公認会計士 陶 江 　 徹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 野 田 大 輔業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年10月22日

株式会社トランザクション
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社トランザクションの2024年９月１日
から2025年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社トランザクション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本
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連結会計監査報告書

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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会計監査報告書

指定有限責任社員 公認会計士 陶 江 　 徹業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 野 田 大 輔業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年10月22日

株式会社トランザクション
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トランザクションの2024年９
月１日から2025年８月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監
査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人監査報告書謄本
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会計監査報告書

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第39期事業年度における取締役の職
務の執行に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

（１）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、取締役
会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

（２）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2025年10月22日

株式会社トランザクション　監査等委員会
常勤監査等委員　　大　森　和　幸　㊞

監査等委員　　佐々木　稔　郎　㊞
監査等委員　　櫟　本　健　夫　㊞
監査等委員　　松　尾　祐美子　㊞

（注）監査等委員大森和幸、佐々木稔郎、櫟本健夫及び松尾祐美子は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会監査報告書謄本

以　上
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